
利益相反（COI）に関する情報開示について 

発表用 COI 

臨床研究に関する演題発表に際し、筆頭者自身が過去 1 年間に、企業や営利を目的とする

団体から資金提供を受け、開示・公開すべき項目がある場合は、COI の申告が必要になりま

す。開示・公開すべき項目の内容等、COI に関する詳細は本法人のホームページに掲載され

ています「臨床研究の利益相反（COI）に関する指針」および「臨床研究の利益相反（COI）

に関する規定」をご参照のうえ、当日の発表時に利益相反に関する情報開示をお願いいたし

ます。 

〈対象者〉 

第46 回日本体外循環技術医学会大会 一般演題およびポスター演題のすべての筆頭演者 

〈開示方法〉 

一般演題の場合：発表スライドの最初に利益相反自己申告に関するスライドを加えて

ください。 

ポスター発表の場合：ポスターの最後に利益相反自己申告に関する情報を開示してく

ださい。 

（ポスターに利益相反自己申告に関する情報記載を忘れる方が多数おられます。必ずお願

いいたします） 

COI 開示情報あり COI 開示情報なし 


